
 

 

豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（仮称）の設置要綱等 

 

次期委員会については、第４２回豊島廃棄物等管理委員会（以下「本委員会」）にお

いて別添資料（資料４２・Ⅱ／６「次期委員会の設置要綱等」）の内容が了承された。 

 

【フォローアップ委員会の設置要綱等】 

 「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（仮称）（以下「フォローアップ委員

会」）」については、前回審議したフォローアップ委員会の設置要綱（素案）に基づき、

今回設置要綱の案を別紙１に示す。 

 

【フォローアップ委員会の内部組織の設置】 

  本委員会の内部組織として設置されている「豊島処分地排水・地下水等対策検討会」

と「豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する検討会」は一旦廃止し、前者は「豊島

処分地地下水・雨水等対策検討会」、後者は「豊島事業関連施設の撤去等検討会」として

改組し、内部組織とすることとし、設置要綱や委員構成等の案はそれぞれ別紙 2・3 の

とおりとする。 

 

 今後、中間処理施設での廃棄物等の処理完了後の本委員会で、フォローアップ委員会、

「豊島処分地地下水・雨水等対策検討会」及び「豊島事業関連施設の撤去等検討会」の

設置要綱等の案を決定する。 

 

【健康管理委員会】 

廃棄物等の掘削等が終了する一方、豊島中間保管・梱包施設等の撤去等が実施される

ため、これに伴い、健康管理委員会の所掌事務が変更となることについて審議された（資

料４５・Ⅱ／９－４参照）。 

資 料 ４ ５ ・ Ⅱ ／ ７ 

平成２９年 ４月１６日 
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